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【指  標】 

中間アウトカム指標 

指標 現行値 目標値 出典 

がん検診受診率 

胃がん 51.5％ 

肺がん 56.9％ 

大腸がん 59.0％ 

子宮頸がん 48.0％ 

乳がん 50.3％ 

（令和２年度）  

５がん 

60％以上 

健康増進法に 

基づくがん検診

の対象人口率等

調査 

全ての区市町村で科学的根拠に

基づくがん検診の実施 

13 自治体 

（完全遵守55） 

（令和４年度）  

全区市町村 

東京都がん検診

精度管理 

評価事業 

がん検診精密検査受診率 

胃がん(Ｘ線)71.8％ 

  (内視鏡)83.7％ 

肺がん 69.3％ 

大腸がん 57.5％ 

子宮頸がん 76.6％ 

乳がん 87.1％ 

（令和２年度）  

５がん 

90%以上 

東京都がん検診 

精度管理 

評価事業 

 

 

 
55 「完全遵守」：がん検診において「がん種」、「検診方法」、「検診対象者」、「実施回数」について全て検診指針ど

おりであり、検診指針に定められていない検診が実施されていないこと。 
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○ 都内におけるがん医療提供に当たっては、国及び都が指定する病院が中心的な

役割を担っています。 

 

○ 成人のがんについては、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができ

るよう、国においてがん医療の均てん化57が推進されてきました。 

現在、都内で 59 か所の病院が国又は都によって拠点病院等として指定されて

おり、各病院が、専門的ながん医療に携わる医師やその他医療従事者を配置し、手

術療法・放射線療法・薬物療法等の組み合わせによる集学的治療の実施、緩和ケア

の提供、がんに関する相談支援の実施等の機能を発揮し、都のがん医療水準の向上

に努めています（表 11・13、図 38 参照）。 

 

表 11 成人のがんに関する拠点病院等の種別 

指定主体 病院種別 概要 
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がん 

診療連携 

拠点病院 

都道府県がん診療

連携拠点病院 

都全体の医療水準の向上や医療提供体制の構築

について中心的な役割を担う病院 

地域がん診療連携 

拠点病院 

二次保健医療圏における医療連携の推進や人材

育成に中心的な役割を担う病院 

地域がん診療病院 

国拠点病院のない二次保健医療圏を補うため、緩

和ケア、相談支援、地域連携等の基本的がん診療

を確保した病院 

都 

東京都がん診療連携拠点病院 

都内のがん医療提供体制の充実を図るため、国拠

点病院と同等の機能を有するとして指定した病

院 

東京都がん診療連携協力病院 

がんの部位（肺、胃、大腸、肝、乳及び前立腺）

ごとに、充実した診療機能を有するとして指定し

た病院 

 （以下、がん診療連携拠点病院（以下「国拠点病院」という。）、地域がん診療病院、

東京都がん診療連携拠点病院（以下「都拠点病院」という。）、東京都がん診療連携

協力病院（以下「協力病院」という。）を総称して「拠点病院等（成人）」という。） 

 
56 本パートにおける記載は、特記がない限り、小児から高齢者まで全ての年代のがんを対象とする。 
57 「均てん化」：がん医療においては、全国どこでもがんの標準的な専門医療を受けることができるよう、医療技術

などの格差の是正を図ること。 

○ 患者が都内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスで

きる体制を確保します。 

○ 拠点病院等の間での役割分担の整理と連携により、持続可能ながん医療の提供

を目指します。 

○ 拠点病院等と地域の医療・介護関係者の連携体制の構築や、人材育成の取組に

より、療養生活の質を向上させることを目指します。 
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精度管理 

評価事業 
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肺がん 69.3％ 
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（令和２年度）  
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東京都がん検診 

精度管理 

評価事業 
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【指  標】 

中間アウトカム指標 

指標 現行値 目標値 出典 

がん検診受診率 

胃がん 51.5％ 

肺がん 56.9％ 

大腸がん 59.0％ 

子宮頸がん 48.0％ 

乳がん 50.3％ 

（令和２年度）  

５がん 

60％以上 

健康増進法に 

基づくがん検診

の対象人口率等

調査 

全ての区市町村で科学的根拠に

基づくがん検診の実施 

13 自治体 

（完全遵守55） 

（令和４年度）  

全区市町村 

東京都がん検診

精度管理 

評価事業 

がん検診精密検査受診率 

胃がん(Ｘ線)71.8％ 

  (内視鏡)83.7％ 

肺がん 69.3％ 

大腸がん 57.5％ 

子宮頸がん 76.6％ 

乳がん 87.1％ 
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90%以上 

東京都がん検診 
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  (内視鏡)83.7％ 

肺がん 69.3％ 

大腸がん 57.5％ 

子宮頸がん 76.6％ 

乳がん 87.1％ 

（令和２年度）  

５がん 

90%以上 

東京都がん検診 

精度管理 
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おりであり、検診指針に定められていない検診が実施されていないこと。 
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○ 都内におけるがん医療提供に当たっては、国及び都が指定する病院が中心的な

役割を担っています。 

 

○ 成人のがんについては、全国どこでも質の高いがん医療を提供することができ

るよう、国においてがん医療の均てん化57が推進されてきました。 

現在、都内で 59 か所の病院が国又は都によって拠点病院等として指定されて

おり、各病院が、専門的ながん医療に携わる医師やその他医療従事者を配置し、手

術療法・放射線療法・薬物療法等の組み合わせによる集学的治療の実施、緩和ケア

の提供、がんに関する相談支援の実施等の機能を発揮し、都のがん医療水準の向上

に努めています（表 11・13、図 38 参照）。 

 

表 11 成人のがんに関する拠点病院等の種別 

指定主体 病院種別 概要 
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がん 

診療連携 

拠点病院 

都道府県がん診療

連携拠点病院 

都全体の医療水準の向上や医療提供体制の構築

について中心的な役割を担う病院 

地域がん診療連携 

拠点病院 

二次保健医療圏における医療連携の推進や人材

育成に中心的な役割を担う病院 

地域がん診療病院 

国拠点病院のない二次保健医療圏を補うため、緩

和ケア、相談支援、地域連携等の基本的がん診療

を確保した病院 

都 

東京都がん診療連携拠点病院 

都内のがん医療提供体制の充実を図るため、国拠

点病院と同等の機能を有するとして指定した病

院 

東京都がん診療連携協力病院 

がんの部位（肺、胃、大腸、肝、乳及び前立腺）

ごとに、充実した診療機能を有するとして指定し

た病院 

 （以下、がん診療連携拠点病院（以下「国拠点病院」という。）、地域がん診療病院、

東京都がん診療連携拠点病院（以下「都拠点病院」という。）、東京都がん診療連携

協力病院（以下「協力病院」という。）を総称して「拠点病院等（成人）」という。） 

 
56 本パートにおける記載は、特記がない限り、小児から高齢者まで全ての年代のがんを対象とする。 
57 「均てん化」：がん医療においては、全国どこでもがんの標準的な専門医療を受けることができるよう、医療技術

などの格差の是正を図ること。 

○ 患者が都内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスで

きる体制を確保します。 

○ 拠点病院等の間での役割分担の整理と連携により、持続可能ながん医療の提供

を目指します。 

○ 拠点病院等と地域の医療・介護関係者の連携体制の構築や、人材育成の取組に

より、療養生活の質を向上させることを目指します。 
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指標 現行値 目標値 出典 
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胃がん 51.5％ 

肺がん 56.9％ 

大腸がん 59.0％ 

子宮頸がん 48.0％ 

乳がん 50.3％ 

（令和２年度）  

５がん 

60％以上 

健康増進法に 

基づくがん検診

の対象人口率等

調査 

全ての区市町村で科学的根拠に

基づくがん検診の実施 

13 自治体 

（完全遵守55） 

（令和４年度）  
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東京都がん検診

精度管理 

評価事業 
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  (内視鏡)83.7％ 

肺がん 69.3％ 

大腸がん 57.5％ 

子宮頸がん 76.6％ 

乳がん 87.1％ 

（令和２年度）  
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○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 
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ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 
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以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 
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  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病
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東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・
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域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 
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の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 

○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限
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整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 
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61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 

全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する

ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 

 

○ 「ＡＹＡ世代」とは、Adolescent and Young Adult 世代の略で、主に 15 歳

以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 

 
58 「地域ブロック」：北海道、東北、関東、東海北陸信越、近畿、中国四国、九州の７つ。 

  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 

全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する

ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 

 

○ 「ＡＹＡ世代」とは、Adolescent and Young Adult 世代の略で、主に 15 歳

以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 

 
58 「地域ブロック」：北海道、東北、関東、東海北陸信越、近畿、中国四国、九州の７つ。 
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  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 

全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する

ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 

 

○ 「ＡＹＡ世代」とは、Adolescent and Young Adult 世代の略で、主に 15 歳

以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 

 
58 「地域ブロック」：北海道、東北、関東、東海北陸信越、近畿、中国四国、九州の７つ。 

  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 

○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 

全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する

ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 

 

○ 「ＡＹＡ世代」とは、Adolescent and Young Adult 世代の略で、主に 15 歳

以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 

 
58 「地域ブロック」：北海道、東北、関東、東海北陸信越、近畿、中国四国、九州の７つ。 
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  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 
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全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する

ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 

 

○ 「ＡＹＡ世代」とは、Adolescent and Young Adult 世代の略で、主に 15 歳

以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 
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のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 
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○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」
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○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ
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  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 

○ 小児がんとは、主に 15 歳未満の小児に発症する希少がんの総称で、都内で新た

にがんと診断された０歳から 14 歳までの人は年間で約 240 人です（2019 年全

国がん登録（上皮内がんを除く））。 

 

○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 

全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する

ため、小児がん患者の診療実績のある病院として

都が認定した病院 

（以下、小児がん拠点病院と東京都小児がん診療病院を総称して「拠点病院等（小

児）」という。） 

 

○ 「ＡＹＡ世代」とは、Adolescent and Young Adult 世代の略で、主に 15 歳

以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 

 
58 「地域ブロック」：北海道、東北、関東、東海北陸信越、近畿、中国四国、九州の７つ。 

  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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○ 小児がんについては、がん種が多種多様にわたる一方、年間の新規罹患者数は限

られており、小児がんの診断や治療の実績のある病院は少ない状況です。そのため、

小児がん患者及び家族が安心して適切な医療や支援を受けることができる環境の

整備に向け、国において小児がん診療の一定の集約化が図られてきました。現在、

都内では 15 病院が国又は都によって小児がん拠点病院等に指定されており、そ

れらの高度な小児がん診療提供体制を有する病院で東京都小児がん診療連携ネッ

トワークを構成し、連携して医療を提供する体制を確保しています（表 12・表 14・

図 39 参照）。 

 

表 12 小児がんに関する拠点病院の種別 

指定主体 病院種別 概要 

国 小児がん拠点病院 

全国を地域ごとに７つの地域ブロック58に分け、

ブロックごとに、小児がん医療及び支援を提供す

る中心施設として国が指定した病院 

都 東京都小児がん診療病院 

小児がん患者に速やかに適切な医療を提供する
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児）」という。） 
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以上 40 歳未満の思春期及び若年成人世代を指します。ＡＹＡ世代のうち、主に

19 歳までの者を指すＡ世代においては、小児がんと同様に白血病や希少がんが多

くの割合を占めます。一方、20 歳以上のＹＡ世代になると、徐々に成人のがん種

が増え始め、30 歳代になると女性乳がん、子宮頸がん、大腸がん、胃がん等の成

人のがんが多くを占めるようになっていきます。 

 

○ 都では、東京都がん対策推進協議会を設置し、東京都がん対策推進計画に基づく

施策を推進しています。また、「東京都がん診療連携協議会」と「東京都小児・Ａ

ＹＡ世代がん診療連携協議会」において具体的ながん対策を推進しています。 

 

【東京都がん診療連携協議会】 

  都のがん医療水準の向上と拠点病院等（成人）の連携体制の構築を図るため、都

道府県がん診療連携拠点病院を中心に、拠点病院等（成人）により組織されていま

す。 

 
58 「地域ブロック」：北海道、東北、関東、東海北陸信越、近畿、中国四国、九州の７つ。 

  「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針59」において、国拠点病院及び地

域がん診療病院の協働による設置が求められている都道府県協議会に相当するも

のであり、医療の質の向上のための取組、緩和ケア、研修、がん登録60、地域連携

クリティカルパス61の運用、相談支援・情報提供等、テーマごとに専門部会を設置

して活動しています（図 40 参照）。 

 

【東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会】 

  小児がん・ＡＹＡ世代がんに関して、高度な診療提供体制を有している都内の医

療機関の専門性を生かした診療連携体制を確立することで、小児・ＡＹＡ世代のが

ん患者に対し速やかに適切な医療を提供することを目指して都が独自に設置した

協議会であり、拠点病院等（小児）、東京都医師会、患者及び家族の代表等から選

出された委員によって組織されています。 

  小児がんの診療連携、ＡＹＡ世代がんの診療連携、相談支援・情報提供等、テー

マごとに専門部会を設置して活動しています（図 41 参照）。 

 

○ 都は、国拠点病院・地域がん診療病院・都拠点病院・協力病院・小児がん拠点病

院及び東京都小児がん診療病院（以下「拠点病院等（成人・小児）」という。）や、

東京都がん診療連携協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連

携し、がん対策の一層の推進を図ります。 

  

  

 
59 令和４年８月１日健発 0801 第 16 号厚生労働省健康局長通知「がん診療連携拠点病院等の整備について」

の別添 
60 「がん登録」：がん患者の罹患、診療及びその後の経過等に関する情報を収集し、保管、整理、分析する仕組

み。詳細は 147 ページ参照 
61 「地域連携クリティカルパス」：がん患者が、拠点病院等で手術等の専門的な治療を受けた後、地域医療機関と

の連携のために使用するもので、５年又は 10 年先までの診療の計画を立てることに使用する手帳。東京都がん

診療連携協議会で作成 
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図 38 都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療

病院、東京都がん診療連携拠点病院及び東京都がん診療連携協力病院 

整備状況（令和５年 12 月１日時点） 

 

図 38 都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療
病院、東京都がん診療連携拠点病院及び東京都がん診療連携協力病院 
整備状況（令和５年 12 月１日時点） 

 

表 14 小児がん拠点病院、東京都小児がん診療病院一覧（令和５年 12 月１日時点） 

 

 

  

■　小児がん拠点病院　（２か所）

1 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター

2 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

■　東京都小児がん診療病院　（13か所）

1 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

2 東京慈恵会医科大学附属病院

3 順天堂大学医学部附属順天堂医院

4 東京大学医学部附属病院

5 東京医科歯科大学病院

6 日本医科大学付属病院

7 聖路加国際病院

8 東邦大学医療センター大森病院

9 慶應義塾大学病院

10 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院

11 帝京大学医学部附属病院

12 日本大学医学部附属板橋病院

13 杏林大学医学部付属病院

医療機関名

医療機関名
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図 38 都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療

病院、東京都がん診療連携拠点病院及び東京都がん診療連携協力病院 

整備状況（令和５年 12 月１日時点） 

 

図 38 都道府県がん診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域がん診療
病院、東京都がん診療連携拠点病院及び東京都がん診療連携協力病院 
整備状況（令和５年 12 月１日時点） 

 

表 14 小児がん拠点病院、東京都小児がん診療病院一覧（令和５年 12 月１日時点） 

 

 

  

■　小児がん拠点病院　（２か所）

1 地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立小児総合医療センター

2 国立研究開発法人国立成育医療研究センター

■　東京都小児がん診療病院　（13か所）

1 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院

2 東京慈恵会医科大学附属病院

3 順天堂大学医学部附属順天堂医院

4 東京大学医学部附属病院

5 東京医科歯科大学病院

6 日本医科大学付属病院

7 聖路加国際病院

8 東邦大学医療センター大森病院

9 慶應義塾大学病院

10 国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院

11 帝京大学医学部附属病院

12 日本大学医学部附属板橋病院

13 杏林大学医学部付属病院

医療機関名

医療機関名
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図 39 小児がん拠点病院・東京都小児がん診療病院整備状況 

（令和５年 12 月１日時点） 
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図 39 小児がん拠点病院・東京都小児がん診療病院整備状況 

（令和５年 12 月１日時点） 
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図 39 小児がん拠点病院・東京都小児がん診療病院一覧（令和５年 12 月１日現在） 
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（（１１））拠拠点点病病院院等等（（成成人人・・小小児児））ににおおけけるる医医療療提提供供体体制制のの充充実実  

  アア  基基本本的的なな集集学学的的治治療療提提供供体体制制のの整整備備  

現現状状とと課課題題  

○ 都は、拠点病院等（成人）の整備を進め、体制の充実を図ってきました。また、

これらの病院に対し、がん診療連携拠点病院等としての機能の強化や施設整備の

支援を行っています。 

 

○ 医療の質の向上のため、各拠点病院等（成人）においてはＰＤＣＡサイクルを用

いた業務改善の取組を行ってきたほか、東京都がん診療連携協議会で相互評価や

人材育成等の取組を実施してきました。 

 

○ 国の第４期基本計画においては、がん医療が高度化する中で、引き続き質の高い

がん医療を提供するため、地域の実情に応じた拠点病院間の役割分担と連携に基

づく集約化の方向性が新たに示されており、今後、拠点病院等（成人）間の役割分

担の整理と連携体制の構築を進める必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）に実施が求められている取組の中には、病院間で取組水準に

差があることも指摘されています。 

 

○ 拠点病院等（小児）では、「東京都小児がん診療連携ネットワーク」（以下「ネッ

トワーク」という。）を構成し、ネットワーク内で役割分担及び連携を進め、生活

する地域に関わらず患者のニーズに合った医療を受けることができるような環境

を整備してきました。 

 

○ ネットワーク参画病院の医療提供体制を充実・強化するため、東京都小児・ＡＹ

Ａ世代がん診療連携協議会における症例検討会等の取組を実施しています。 

 

○ 地域の医療機関等からネットワーク参画病院へ患者を早期につなぐ必要がある

ことから、連携の促進のため、ネットワーク参画病院において、「小児がん診断ハ

ンドブック62」を活用し、地域の医療従事者向け研修会を実施しています。 

 

○ しかし、令和４（2022）年度に都が実施した「東京都小児がんに関する患者調

査63」によると「がん」と診断されるまでに受診した医療機関数としては、「４か

所以上」が 15.6%であり、診断までに時間を要している状況があります。 

 

 
62 「小児がん診断ハンドブック」：小児がんの初発症状や症例を具体的に示した、医療従事者向けのハンドブッ

ク。都において作成 
63 「東京都小児がんに関する患者調査（令和５年３月）」（東京都福祉保健局）による。都内の小児がん拠点病院

及び東京都小児がん診療病院に入院・通院するがん患者を回答対象とした調査であり、保護者が回答。本調

査は以下「東京都小児がん患者調査」という。 

 

○ ＡＹＡ世代の中でも、Ａ世代とＹＡ世代ではそれぞれの年代の特性を踏まえた

対応が必要となるほか、小児領域と成人領域での連携が求められています。

取取組組のの方方向向性性

①① 医医療療機機関関間間のの役役割割分分担担のの整整理理とと明明確確化化

○ 都は、高度な医療の提供、神経ブロックや緊急緩和放射線治療等の緩和医療の提

供、がんゲノム医療の提供、希少がん ・難治性がん への対応、小児がんの長期

フォローアップを行う体制等、東京都全体で役割分担すべき事項について、東京都

がん診療連携協議会 と連携して整理し、医療機関間での役割分担を推進するこ

とで、持続可能ながん医療の提供を図ります。

○ 整理した役割分担を、「東京都がんポータルサイト 」において医療機関及び都

民に対して明確に周知するとともに、がん診療に係る実績等を公表することで、患

者が都内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる体

制を確保します。

②② （（成成人人ののががんん））医医療療のの質質のの向向上上

○ 都は、拠点病院等（成人）による人材育成、相談支援、施設・設備等の整備に対

する支援を通じ、各病院における機能向上を促進します。

○ 東京都がん診療連携協議会と連携し、東京都全体のがん医療の質を向上させる

ための取組を推進します。

○ 東京都がん診療連携協議会が実施する人材育成の取組等を支援します。

③③ （（小小児児ががんん・・ＡＡＹＹＡＡ世世代代ののががんん））医医療療提提供供体体制制のの強強化化のの推推進進

○ 東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会は、小児がんの医療提供体制の強化

のため、引き続き、症例検討会や合同の勉強会等を開催します。

○ 小児がん診療連携ネットワーク内での役割分担及び連携により、患者のニーズ

に合った医療を受けることのできる環境を整備します。

○ 都は、小児がんやＡＹＡ世代がんを専門としない医療機関に対し、研修の実施

 
 厚生労働省の検討会においては、「概ね罹患率（発生率）人口 10 万人当たり 6 例未満」「数が少ない

ため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい」という２つの条件に該当するがん種を、政策

的な対応を要する希少がんと定義している 
（日本希少がん患者会ネットワーク：https://rarecancersjapan.org/rarecancers/） 
本計画における「難治性がん」とは、特定のがん種に限定されず、治療が奏功しない抵抗性のがんをいう。

東京都がん診療連携協議会は、必要に応じて、拠点病院等（小児）の関係者を加える形で開催を行う。以下、

「取組の方向性」における「東京都がん診療連携協議会」については全て同様

「東京都がんポータルサイト」：患者及び家族による医療機関の選択や療養上の悩みの解決、都民のがんに対

する正しい理解の促進に役立つよう、がんに関する各種の情報を集約した都のウェブサイト
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現現状状とと課課題題  

○ 都は、拠点病院等（成人）の整備を進め、体制の充実を図ってきました。また、
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支援を行っています。 
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人材育成等の取組を実施してきました。 

 

○ 国の第４期基本計画においては、がん医療が高度化する中で、引き続き質の高い

がん医療を提供するため、地域の実情に応じた拠点病院間の役割分担と連携に基

づく集約化の方向性が新たに示されており、今後、拠点病院等（成人）間の役割分

担の整理と連携体制の構築を進める必要があります。 

 

○ 拠点病院等（成人）に実施が求められている取組の中には、病院間で取組水準に

差があることも指摘されています。 

 

○ 拠点病院等（小児）では、「東京都小児がん診療連携ネットワーク」（以下「ネッ

トワーク」という。）を構成し、ネットワーク内で役割分担及び連携を進め、生活

する地域に関わらず患者のニーズに合った医療を受けることができるような環境

を整備してきました。 

 

○ ネットワーク参画病院の医療提供体制を充実・強化するため、東京都小児・ＡＹ

Ａ世代がん診療連携協議会における症例検討会等の取組を実施しています。 

 

○ 地域の医療機関等からネットワーク参画病院へ患者を早期につなぐ必要がある

ことから、連携の促進のため、ネットワーク参画病院において、「小児がん診断ハ

ンドブック62」を活用し、地域の医療従事者向け研修会を実施しています。 

 

○ しかし、令和４（2022）年度に都が実施した「東京都小児がんに関する患者調

査63」によると「がん」と診断されるまでに受診した医療機関数としては、「４か

所以上」が 15.6%であり、診断までに時間を要している状況があります。 

 

 
62 「小児がん診断ハンドブック」：小児がんの初発症状や症例を具体的に示した、医療従事者向けのハンドブッ

ク。都において作成 
63 「東京都小児がんに関する患者調査（令和５年３月）」（東京都福祉保健局）による。都内の小児がん拠点病院

及び東京都小児がん診療病院に入院・通院するがん患者を回答対象とした調査であり、保護者が回答。本調

査は以下「東京都小児がん患者調査」という。 

 

○ ＡＹＡ世代の中でも、Ａ世代とＹＡ世代ではそれぞれの年代の特性を踏まえた

対応が必要となるほか、小児領域と成人領域での連携が求められています。

取取組組のの方方向向性性

①① 医医療療機機関関間間のの役役割割分分担担のの整整理理とと明明確確化化

○ 都は、高度な医療の提供、神経ブロックや緊急緩和放射線治療等の緩和医療の提

供、がんゲノム医療の提供、希少がん ・難治性がん への対応、小児がんの長期

フォローアップを行う体制等、東京都全体で役割分担すべき事項について、東京都

がん診療連携協議会 と連携して整理し、医療機関間での役割分担を推進するこ

とで、持続可能ながん医療の提供を図ります。

○ 整理した役割分担を、「東京都がんポータルサイト 」において医療機関及び都

民に対して明確に周知するとともに、がん診療に係る実績等を公表することで、患

者が都内のどこに住んでいても適切な診断や治療にスムーズにアクセスできる体

制を確保します。

②② （（成成人人ののががんん））医医療療のの質質のの向向上上

○ 都は、拠点病院等（成人）による人材育成、相談支援、施設・設備等の整備に対

する支援を通じ、各病院における機能向上を促進します。

○ 東京都がん診療連携協議会と連携し、東京都全体のがん医療の質を向上させる

ための取組を推進します。

○ 東京都がん診療連携協議会が実施する人材育成の取組等を支援します。

③③ （（小小児児ががんん・・ＡＡＹＹＡＡ世世代代ののががんん））医医療療提提供供体体制制のの強強化化のの推推進進

○ 東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会は、小児がんの医療提供体制の強化

のため、引き続き、症例検討会や合同の勉強会等を開催します。

○ 小児がん診療連携ネットワーク内での役割分担及び連携により、患者のニーズ

に合った医療を受けることのできる環境を整備します。

○ 都は、小児がんやＡＹＡ世代がんを専門としない医療機関に対し、研修の実施

 
 厚生労働省の検討会においては、「概ね罹患率（発生率）人口 10 万人当たり 6 例未満」「数が少ない

ため診療・受療上の課題が他のがん種に比べて大きい」という２つの条件に該当するがん種を、政策

的な対応を要する希少がんと定義している 
（日本希少がん患者会ネットワーク：https://rarecancersjapan.org/rarecancers/） 
本計画における「難治性がん」とは、特定のがん種に限定されず、治療が奏功しない抵抗性のがんをいう。

東京都がん診療連携協議会は、必要に応じて、拠点病院等（小児）の関係者を加える形で開催を行う。以下、

「取組の方向性」における「東京都がん診療連携協議会」については全て同様

「東京都がんポータルサイト」：患者及び家族による医療機関の選択や療養上の悩みの解決、都民のがんに対

する正しい理解の促進に役立つよう、がんに関する各種の情報を集約した都のウェブサイト
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やネットワーク参画病院の周知を行うとともに、東京都がんポータルサイト等を

通じて小児がんやＡＹＡ世代がんに関する普及啓発を積極的に行っていきます。 

 

○ ＡＹＡ世代がん患者に対する医療提供体制の整備の推進に当たり、東京都小児・

ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と東京都がん診療連携協議会の連携を図ります。 

 

イイ  手手術術療療法法・・放放射射線線療療法法・・薬薬物物療療法法 

現現状状とと課課題題  

○ 国からは、手術療法、放射線療法、薬物療法について、患者が、病態や生活背景

等、それぞれの状況に応じた適切な治療を受けることができるよう、標準的治療68

の提供に加えて、科学的根拠に基づく高度な治療法の提供についても、医療機関間

の役割分担の明確化及び連携体制の整備等の取組を進めるという方向性が示され

ています。 

 

○ 手術療法については、都内の多くの国拠点病院において、ロボット支援下手術が

実施されています。 

 

○ 放射線療法のうち、核医学療法は、都内の多くの国拠点病院において提供が行わ

れています。一方で、粒子線治療はがん病巣への集中的な照射が可能であり、体へ

の負担も少なく、仕事や日常生活との両立が可能な治療法ですが、施設の整備及び

運営に多大なコストを要することから、都内の病院には導入が進んでいない状況

があります。 

 

○ 薬物療法のうち、免疫チェックポイント阻害薬を用いた治療法については、都内

の多くの国拠点病院において実施されています。 

 

取取組組のの方方向向性性  

①①  高高度度なな治治療療のの提提供供体体制制のの整整備備  

 ○ 都は、高度な手術療法、放射線療法、薬物療法についても、東京都がん診療連携

協議会及び東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会と連携し、医療機関間の役

割分担の整理と連携体制の整備を推進します。 

 

○ 整理した役割分担を東京都がんポータルサイトにおいて医療機関及び都民へ明

確に周知することで、都民による高度な医療へのアクセスを確保します。 

  

○ 必要に応じて質の高い医療を受けることができる環境整備を推進するため、地

方独立行政法人東京都立病院機構において粒子線治療施設を整備します。 

 

 
68 「標準的治療」：各学会の診療ガイドラインに準じる治療 

 

ウウ  ががんんゲゲノノムム医医療療  

現現状状とと課課題題 

○ 「がんゲノム医療」とは、主にがんの組織を使って多数の遺伝子を同時に調べる

「がん遺伝子パネル検査（がんゲノムプロファイリング検査）」によって、一人ひ

とりの遺伝子の変化や生まれ持った遺伝子の違い（遺伝子変異）を解析し、がんの

性質を明らかにし、体質や病状に合わせた治療等を行うものです。 

 

○ 令和４（2022）年８月に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
69」が策定され、現在、都内において、がんゲノム医療中核拠点病院を中心とした

医療提供体制の整備が進んでいます（表 15 参照）。 

 

表 15 がんゲノム医療中核拠点病院等について（施設数は令和５年 12 月１日時点）70 

類型 概要 都内の施設数 

がんゲノム医療

中核拠点病院 

診療、臨床研究、治験、新薬など研究開発を行うとともに、が

んゲノム医療に関わる人材育成を担う病院。患者のがん遺伝子

パネル検査やエキスパートパネル71を実施する。 

４施設 

がんゲノム医療

拠点病院 

がんゲノム医療中核拠点病院と連携しながら、がん遺伝子パネ

ル検査による医療を提供する病院。 

独自にエキスパートパネルを実施し、患者へ説明を行う。 

２施設 

がんゲノム医療

連携病院 

中核拠点病院や拠点病院と連携し、中核拠点病院や拠点病院が

実施するエキスパートパネルに参加、患者へ説明を行う病院。 
21 施設 

 

○ 令和元（2019）年度には、がん遺伝子パネル検査が保険適用となり、保険診療

下でのがんゲノム医療が開始されました。 

 

取取組組のの方方向向性性  

①①  都都民民にに対対すするる適適切切なな情情報報発発信信  

 ○ 患者が、がんゲノム医療について正しく理解し、必要とする医療につながること

ができるよう、都は、がんゲノム医療に係る分かりやすい情報提供を東京都がんポ

ータルサイト上で継続します。 

また、医療機関間における役割分担の明確化と医療機関及び都民に対する周知

の強化を図るとともに、都民が相談できる窓口としてがんゲノム医療中核拠点病

院等のがん相談情報センターの案内も行います。 

  

 
69 令和４年８月１日付健発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に

ついて」の別添 
70 国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター「がんゲノム医療と遺伝子パネル検査」（https://for-

patients.c-cat.ncc.go.jp/knowledge/c_cat/part.html）より一部改変 
71 がん遺伝子パネル検査の結果を、医学的に解釈するための多職種による検討会（国立がん研究センターがん

ゲノム情報管理センター「がんゲノム医療と遺伝子パネル検査」：https://for-patients.c-

cat.ncc.go.jp/knowledge/c_cat/part.html 

 

ウウ  ががんんゲゲノノムム医医療療  

現現状状とと課課題題 

○ 「がんゲノム医療」とは、主にがんの組織を使って多数の遺伝子を同時に調べる

「がん遺伝子パネル検査（がんゲノムプロファイリング検査）」によって、一人ひ

とりの遺伝子の変化や生まれ持った遺伝子の違い（遺伝子変異）を解析し、がんの

性質を明らかにし、体質や病状に合わせた治療等を行うものです。 

 

○ 令和４（2022）年８月に「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に関する指針
69」が策定され、現在、都内において、がんゲノム医療中核拠点病院を中心とした

医療提供体制の整備が進んでいます（表 15 参照）。 

 

表 15 がんゲノム医療中核拠点病院等について（施設数は令和５年 12 月１日時点）70 

類型 概要 都内の施設数 

がんゲノム医療

中核拠点病院 

診療、臨床研究、治験、新薬など研究開発を行うとともに、が

んゲノム医療に関わる人材育成を担う病院。患者のがん遺伝子

パネル検査やエキスパートパネル71を実施する。 

４施設 

がんゲノム医療

拠点病院 

がんゲノム医療中核拠点病院と連携しながら、がん遺伝子パネ

ル検査による医療を提供する病院。 

独自にエキスパートパネルを実施し、患者へ説明を行う。 

２施設 

がんゲノム医療

連携病院 

中核拠点病院や拠点病院と連携し、中核拠点病院や拠点病院が

実施するエキスパートパネルに参加、患者へ説明を行う病院。 
2２施設 

 

○ 令和元（2019）年度には、がん遺伝子パネル検査が保険適用となり、保険診療

下でのがんゲノム医療が開始されました。 

 

取取組組のの方方向向性性  

①①  都都民民にに対対すするる適適切切なな情情報報発発信信  

 ○ 患者が、がんゲノム医療について正しく理解し、必要とする医療につながること

ができるよう、都は、がんゲノム医療に係る分かりやすい情報提供を東京都がんポ

ータルサイト上で継続します。 

また、医療機関間における役割分担の明確化と医療機関及び都民に対する周知

の強化を図るとともに、都民が相談できる窓口としてがんゲノム医療中核拠点病

院等のがん相談情報センターの案内も行います。 

  

 
69 令和４年８月１日付健発 0801 第 18 号厚生労働省健康局長通知「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備に

ついて」の別添 
70 国立がん研究センターがんゲノム情報管理センター「がんゲノム医療と遺伝子パネル検査」 

（https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/knowledge/c_cat/part.html）より一部改変 
71 がん遺伝子パネル検査の結果を、医学的に解釈するための多職種による検討会（国立がん研究センターがん

ゲノム情報管理センター「がんゲノム医療と遺伝子パネル検査」： 

––https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/knowledge/c_cat/part.html） 




